
（件名）

３　主な内容及び目的

 (1) 部の変更

　　　平成29年4月　　７部　２７課　２局　２室  ６４係

　　　平成30年4月　　８部　２６課　２局　５室　６６係　　

　③　ほかに、課内室として　「子どもセンター」、「スポーツ振興室」を設け、当面の
　　課題に取り組む体制を整える。

　④　相良牧之原IC北側地域の区画整理事業着手を見通し、「新拠点整備室」の所属を
　　「産業経済部」から「建設部」に変更する。

平成30年度組織機構の編成案について(概要)

　②　組織を一体化し相互の連携を深めることを目的に、「税務課」と「納税課」を統合
　　し「税務課」に、「農政課」と「お茶特産課」を統合し「農林水産課」とする。
　　　「農林水産課」内には「お茶振興室」を設け、引き続き茶業の振興に重点的に取り
　　組んでいく。

　③　専門監を廃止し、１部１部長を基本にする。

　②　「健康福祉部」については、制度改正等による業務量の増加もあり「福祉こども部」
　　と「健康推進部」に分け、管理執行体制の強化するとともに、子どもの切れ目のない
　　支援や地域医療等に係る組織の充実を図る。
　　　「福祉こども部」には、「社会福祉課」と「子ども子育て課」「高齢者福祉課」を、
　　「健康推進部」には、「健康推進課」と「地域医療室」を配置する。

 (2) 課の変更

　①　「秘書広報課」と「企画政策課」を再編し、「秘書政策課」、「地域振興課」及び
　　「情報交流課」を設置する。
　　　「秘書政策課」は、秘書業務とともに市長の下、総合計画など施策の戦略的な推進や
　　各種課題解決に向けた業務を推進する。
　　　「情報交流課」では、広報広聴に加え、シティープロモーション等も合わせて担当
　　し、市からの情報発信の強化充実を図る。

１　実施時期

　　平成30年４月１日

２　編成の基本方針
　　第２次総合計画や新たな事業等を、戦略をもって迅速かつ確実に執行する体制を整備
　する。
　　制度改正などにより、事務事業が多くなっている部門を分割して管理体制を強化する。
　　また、新たな事業への対応にも相互支援しながら取り組み組織力を高めることができ
　るよう課の統合など組織編成し、併せて各所属における事務分掌の見直しを行う。

　①　「政策協働部」の名称を「企画政策部」に改め、課を再編し事務事業の確実な執行
　　体制を強化する。

定例記者懇談会 資料№４ 

平成30年２月22日 

 総務部 総務課 

 電話 0548-23-0050 



４　平成30年度の組織機構編成　案　（名称や事務事業に変更がある部課局のみ記載）

部 課 課 内容 部

総務部 総務課 行財政改革等 総務部

秘書広報課 秘書政策課
秘書渉外
総合計画
自治基本条例

地域振興課
コミュニティ
公共施設マネ
空港・交通等

企画政策課 情報交流課
広報広聴,市町交流
ｼﾃｨｰﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
ホストタウン等

税務課

納税課

社会福祉課 社会福祉課
地域福祉
障害者等支援

子ども子育て課
子ども子育て課
（子どもｾﾝﾀｰ）

子育て、幼保支援
こども発達支援

高齢者福祉課 高齢者福祉課
高齢者支援
介護保険

健康推進課
健康推進課

（スポーツ振興室）

成人、母子健康
課内室設置　オリパ
ラ窓口等

　 地域医療室
地域医療、榛原病院
指定管理等

農政課

お茶特産課

観光交流課
（外交・ｽﾎﾟｰﾂ室）

観光課
観光振興
観光施設整備等

新拠点整備室 建設部へ

建設部 新拠点整備室 産業経済部より 建設部

平成29年度 平成30年度

政策協働部 企画政策部

市民生活部 税務課 納税課と統合 市民生活部

健康福祉部

健康推進部

産業経済部

農林水産課
（お茶振興室）

お茶特産課を統合、
課内室設置

産業経済部

福祉こども部

再編

部を分割




